
目

次

規

則

○
青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、

及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

○
青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
病
院
事
業
管
理
者
に

委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
議
会
事
務
局
長
に
委

任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

規

則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規

則
（
昭
和
三
十
九
年
八
月
青
森
県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
費
目
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
事
務
（
報
酬
、

給
料
、
職
員
手
当
等
、
共
済
費
及
び
旅
費
に
係
る
事
務
で
、
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
処
理
さ
れ

る
も
の
そ
の
他
の
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二

税
外
諸
収
入
金
（
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
使
用
料
及
び
手
数
料
を
除
く
。
）
の
徴
収
に

関
す
る
事
務
（
公
舎
入
居
料
及
び
社
会
保
険
料
に
係
る
事
務
で
、
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
処
理

さ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
三
条
第
二
項
中
「
、
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て

読
み
替
え
ら
れ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
務
を
除

く
。
）
及
び
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二

十
三
年
法
律
第
百
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
読
み

替
え
ら
れ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）

で
、
指
定
機
関
の
職
員
及
び
県
費
負
担
教
職
員
」
を
「
で
、
教
育
委
員
会
の
管
理
に
属
す
る
機
関

（
知
事
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
職
員
並
び
に
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
（
第
九
条
第
一
項
第
十
二
号

ニ
に
お
い
て
「
県
費
負
担
教
職
員
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

別
表
第
一
に
掲
げ
る
費
目
（
恩
給
及
び
退
職
年
金
を
除
く
。
）
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関

す
る
事
務
（
報
酬
、
給
料
、
職
員
手
当
等
、
共
済
費
及
び
旅
費
に
係
る
事
務
で
、
電
子
計
算
組

織
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二

税
外
諸
収
入
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
（
公
舎
入
居
料
及
び
社
会
保
険
料
に
係
る
事
務
で
、

電
子
計
算
組
織
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

別
表
第
一
に
掲
げ
る
費
目
（
恩
給
及
び
退
職
年
金
を
除
く
。
）
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関

す
る
事
務
（
報
酬
、
給
料
、
職
員
手
当
等
、
共
済
費
及
び
旅
費
に
係
る
事
務
で
、
電
子
計
算
組

織
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二

税
外
諸
収
入
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
（
公
舎
入
居
料
及
び
社
会
保
険
料
に
係
る
事
務
で
、

電
子
計
算
組
織
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
六
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

別
表
第
一
に
掲
げ
る
費
目
（
恩
給
及
び
退
職
年
金
を
除
く
。
）
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関

す
る
事
務
（
報
酬
、
給
料
、
職
員
手
当
等
、
共
済
費
及
び
旅
費
に
係
る
事
務
で
、
電
子
計
算
組

織
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第29号令和２年３月30日 月曜日

青
森
県
報

号
外
第
二
十
九
号

令
和
二
年三

月
三
十
日

（
月
曜
日
）



二

税
外
諸
収
入
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
（
公
舎
入
居
料
及
び
社
会
保
険
料
に
係
る
事
務
で
、

電
子
計
算
組
織
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
共
済
費
」
を
「
及
び
共
済
費
」
に
改
め
、
「
及
び
賃
金
」
を
削

り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
施

行
に
関
す
る
事
務
（
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
同
法
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
及
び
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け

る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
同
法
第
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
つ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関

す
る
事
務
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
共
済
費
」
を
「
及
び
共
済
費
」
に
改
め
、
「
及
び
賃
金
」
を
削

る
。第

九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
賃
金
」
を
削
り
、
同
項
第
八
号
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
」
を

「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
二

青
森
県
財
務
規
則
第
三
百
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
前
渡
資
金
の
証
拠
書
類
の
確
認
及
び

受
理
に
関
す
る
事
務
（
報
酬
、
給
料
、
職
員
手
当
等
及
び
共
済
費
に
係
る
事
務
で
、
次
に
掲
げ

る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
（
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

教
育
事
務
所
（
東
青
教
育
事
務
所
を
除
く
。
）
の
職
員

ロ

埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
の
職
員

ハ

教
育
委
員
会
の
管
理
に
属
す
る
機
関
の
職
員

ニ

県
費
負
担
教
職
員

第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
賃

金
」
を
削
る
。

第
十
三
条
第
一
号
及
び
第
十
号
中
「
、
共
済
費
及
び
賃
金
」
を
「
及
び
共
済
費
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
事
務
（
次
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）

イ

報
酬
、
給
料
、
職
員
手
当
等
、
共
済
費
及
び
旅
費
に
係
る
事
務
で
、
電
子
計
算
組
織
に
よ

り
処
理
さ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
知
事
が
指
定
す
る
も
の

ロ

需
用
費
、
役
務
費
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
に
係
る
事
務

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
賃
金
」
を
削
る
。

別
表
第
一
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
三
中
「
行
政
経
営
管
理
課
長
」
を
「
財
産
管
理
課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
病
院
事
業
管
理
者
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
一
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
病
院
事
業
管
理
者
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
病
院
事
業
管
理
者
に
委
任
す
る
規
則
（
平
成
十
九

年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
、
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

二
年
法
律
第
十
九
号
）
及
び
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措

置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
七
号
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
議
会
事
務
局
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
二
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
議
会
事
務
局
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
議
会
事
務
局
長
に
委
任
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九

年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

配
当
予
算
に
基
づ
く
支
出
負
担
行
為
（
青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規

則
第
十
号
）
第
二
百
七
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
集
中
調
達
物
品
の
購
入
（
交
換
の
方
法
に

よ
る
取
得
を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
並
び
に
報
酬
、
給
料
、
職
員
手
当
等
、
共
済
費
及
び
旅
費

に
係
る
も
の
で
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を

除
く
。
）

二

税
外
諸
収
入
金
の
徴
収
（
公
舎
入
居
料
及
び
議
会
の
事
務
局
の
職
員
に
係
る
社
会
保
険
料
に

係
る
も
の
で
、
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を

除
く
。
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
七
十
三
銭


